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手当

ひとり親家庭（母子・父子家庭）等医療費助成制度

　
次
の
１
～
9
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児

童
（
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未

満
）
な
ど
を
看
護
す
る
母
ま
た
は
当

該
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
、
当
該
児

童
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
父
な
ど
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

■
手
当
を
受
け
ら
れ
る
場
合

１ 

．
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童

２ 
．
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

３ 

．
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る

障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

４ 

．
父
ま
た
は
母
か
ら
1
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童

５ 

．
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

D
V
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

６
．
未
婚
の
母
の
児
童

７ 

．
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
3
カ
月

以
上
明
ら
か
で
な
い
児
童

８ 

．
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
児
童

９ 

．
棄
児
な
ど
で
母
が
児
童
を
懐
胎

し
た
当
時
の
事
情
が
不
明
で
あ
る

児
童

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
忘
れ
ず
に

　
現
在
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
８
月
１
～
31
日
ま
で

の
開
庁
日
に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
も
、
８
月
９
日
～
9
月
11
日
ま
で
の
開
庁
日
に
所
得
状

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
給
資
格
が
な
く
な
る
場
合

１ 

．
手
当
を
受
け
て
い
る
父
ま
た
は

母
が
婚
姻
し
た
と
き

２ 

．
対
象
の
児
童
を
養
育
し
な
く

な
っ
た
と
き

３ 

．
国
民
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を

除
く
）
、
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的

年
金
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き

４
．
そ
の
他

《
注
意
》
受
付
期
間
内
に
現
況
届
の

提
出
が
な
い
場
合
、
11
月
分
以
降
の

受
給
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
2
年
以
上
現
況
届
の

提
出
が
な
い
場
合
、
時
効
に
よ
り
支

払
い
を
受
け
る
権
利
が
な
く
な
り
ま

す
。

　
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
害
の
あ
る

児
童
扶
養
の
た
め
に
、
そ
の
父
母
ま

た
は
養
育
者
に
対
し
て
支
給
す
る
手

当
で
す
。

■
手
当
を
受
け
ら
れ
る
場
合

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
等
級
が

1
級
ま
た
は
2
級
に
該
当
す
る
程
度

の
障
害
の
あ
る
児
童
の
父
母
ま
た
は

養
育
者

※ 

詳
細
は
福
祉
保
健
課
福
祉
係
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
給
資
格
が
な
く
な
る
場
合

１ 

．
手
当
を
受
け
て
い
る
父
母
ま
た

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

福
祉
保
健
課�

子
育
て
支
援
係
・
福
祉
係�

☎
77
‐
３
９
１
４

問

■支給額（平成30年4月以降） （月額）

児童数 全部支給 一部支給

１人 42,910円 42,490円から10,120円 
（10円刻みで変動）

２人 10,140円を
加算

10,130円から5,070円
を加算（10円刻みで変動）

３人
以上

１人増加する
ごとに6,080円

を加算
6,070円から3,040円を
加算（10円刻みで変動）

　ひとり親家庭の父または母とその子どもが、病院などの医療機関にて保
険診療を受けたとき、その自己負担額の一部を助成しています。

《助成内容》　
　入院：医療機関ごとの保険診療分（食事療養費、生活療養費は対象外）
　通院・調剤： 医療機関ごとの保険診療分で1人1カ月、1,000円を超えた額
※所得制限額は、児童扶養手当支給制限額と同額です。
※ 年度更新用の書類を児童扶養手当の現況届に同封しておりますので、

忘れずに提出してください。詳しくは、福祉保健課子育て支援係へお問
い合わせください。

は
養
育
者
が
対
象
児
童
を
監
護
、

ま
た
は
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き

２ 

．
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な

ど
に
入
所
し
た
と
き

３
．
対
象
児
童
が
死
亡
し
た
と
き

４ 

．
手
当
を
受
け
て
い
る
父
母
ま
た

は
養
育
者
が
死
亡
し
た
と
き

５ 

．
対
象
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
き
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年金
年
金
事
務
所
で
の
相
談
・
手
続
き

相
談
の
前
に
ま
ず
予
約

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
全
国
の
年
金
事
務
所
で
年
金
相
談
の
予
約
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
ぜ
ひ
予
約
相
談
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
予
約
相
談
の
メ
リ
ッ
ト

・ 

ご
都
合
に
合
わ
せ
ス
ム
ー
ズ
に
相

談
で
き
ま
す
。

・ 

相
談
内
容
に
合
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が

事
前
に
準
備
を
し
た
上
で
丁
寧
に

対
応
し
ま
す
。

■
受
付
期
間

　
予
約
相
談
希
望
日
の
1
カ
月
前
か

ら
前
日
ま
で
受
け
付
け
し
て
お
り
ま

す
。
ご
連
絡
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

号
の
分
か
る
年
金
手
帳
や
年
金
証
書

を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課�

国
保
年
金
係�

☎
77
‐
３
９
１
２

問

来訪相談のご予約
○予約受付専用電話
��0570－05－4890（ナビダイヤル）

○050で始まる電話でお掛けになる場合
〔東京〕03－6631－7521（一般電話）
〈受付時間〉
月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

（土日祝日、年末年始はご利用いただけません）

※ 年金相談に関する一般的な問い合わせについては、「ね
んきんダイヤル」0570－05－1165へお願いします。

　保健推進員協議会では、親子クッ
キング教室を開催します。みんなで
楽しくお料理をしましょう！

■対象　小学生とその家族
■�開催日時　８月23日㈮
　午前９時45分～午後１時30分
■�会場　福祉センター「やすらぎの

里」
■�内容　食育ゲーム、ランチクッキ

ング
■参加費　無料
■定員　親子25人
■�申込み　８月14日㈬までに、
　保健センターに
　お申し込み
　ください。

親子クッキング教室
保健センター�☎77‐1891問

■
毎
年
行
う
所
得
の
判
定

　
高
齢
者
（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
）

の
皆
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
毎
年
８
月

１
日
現
在
の
前
年
の
所
得
を
判
定
し

て
、
医
療
費
の
負
担
割
合
が
決
ま
り

ま
す
。
町
で
は
「
高
齢
受
給
者
証
」

を
兼
ね
た
被
保
険
者
証
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

○
一
部
負
担
が
2
割
の
方

【
低
所
得
Ⅱ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
の
方

【
低
所
得
Ⅰ
】

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保

被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
所

得
が
一
定
基
準
に
満
た
な
い
方

【
一
般
】

　
一
定
以
上
所
得
者
に
も
住
民
税
非

課
税
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
方

○
一
部
負
担
が
３
割
の
方

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得

が
1
4
5
万
円
以
上
で
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者
が
い
る
方

（
た
だ
し
、
対
象
者
が
２
人
以
上
い

る
場
合
で
収
入
の
合
計
が
5
2
0
万

円
以
上
、
１
人
の
場
合
で
3
8
3
万

円
以
上
に
な
ら
な
い
方
は
、
申
請
に

よ
り
２
割
負
担
に
な
り
ま
す
。
）

■
保
険
証
の
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

　
被
保
険
者
証
裏
面
に
臓
器
提
供
意

思
表
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

記
入
は
任
意
で
す
が
、
記
入
さ
れ
た

場
合
は
被
保
険
者
証
台
紙
に
付
い
て

い
る
臓
器
提
供
意
思
表
示
保
護
シ
ー

ル
を
貼
り
付
け
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬

の
特
許
終
了
後
に
有
効
成
分
や
用

法
・
用
量
、
効
能
お
よ
び
効
果
が
同

じ
医
薬
品
と
し
て
申
請
さ
れ
、
厚
生

労
働
省
の
許
可
の
も
と
で
製
造
・
販

売
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

新
薬
よ
り
安
価
な
薬
と
な
る
の

で
、
医
療
費
の
節
減
が
で
き
る
と
注

目
さ
れ
て
お
り
、
病
院
や
薬
局
で

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー

ド
」
を
出
す
か
、
薬
剤
師
な
ど
に
相

談
す
る
こ
と
で
使
用
で
き
ま
す
。

国保
国
民
健
康
保
険

新
し
い
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

　
8
月
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ
く
被
保
険
者
証
へ
の
交
換
手
続
き
を
国
保

年
金
係
で
行
っ
て
い
ま
す
。被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
を
ご
確
認
の
上
、ま

だ
新
し
い
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課�

国
保
年
金
係�

☎
77
‐
３
９
１
３

問


